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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第15期

第１四半期累計期間
第14期

会計期間
自 2023年12月１日
至 2024年２月29日

自 2022年12月１日
至 2023年11月30日

売上高 （千円） 605,071 2,225,111

経常利益 （千円） 51,656 255,065

四半期（当期）純利益 （千円） 29,186 201,040

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － －

資本金 （千円） 411,552 20,000

発行済株式総数 （株） 992,000 672,000

純資産額 （千円） 1,176,178 363,887

総資産額 （千円） 2,481,609 1,764,590

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 42.76 299.17

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － －

１株当たり配当額 （円） － －

自己資本比率 （％） 47.4 20.6

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２. 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため、記載しておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

４. １株当たり配当額については、配当を実施していないため、記載しておりません。

５．当社は、第14期第１四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、第14期第１四半期累

計期間に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

６．当社は、2023年10月23日開催の取締役会決議により、2023年10月31日付で普通株式１株につき600株の割合

で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期

（当期）純利益を算定しております。

７．第15期第１四半期累計期間における資本金、純資産額及び自己資本比率の大幅な増加は、2024年２月28日に

東京証券取引所グロース市場及び名古屋証券取引所ネクスト市場に上場したことに伴う新株発行によるもの

であります。

 

 

２【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。ま

た、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営

者が当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主

要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありませ

ん。

 

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。なお、当社は、前第

１四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分析は行ってお

りません。

 

 

(1）財政状態の状況

当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ717,018千円増加し、2,481,609千円となりました。

これは、流動資産が708,920千円増加し1,707,059千円となったこと及び固定資産が8,098千円増加し774,550千円

となったことによるものであります。

流動資産の主な増加は、現金及び預金が712,426千円増加したことによるものであります。

固定資産の主な増加は、繰延税金資産が13,924千円減少、差入保証金が4,360千円減少及び長期前払費用が

2,103千円減少したものの、有形固定資産が29,002千円増加したことによるものであります。

負債については、前事業年度末に比べ95,271千円減少し、1,305,431千円となりました。これは、流動負債が

41,921千円減少し479,305千円となったこと及び固定負債が53,350千円減少し826,126千円となったことによるも

のであります。

流動負債の主な減少は、未払金が43,738千円増加したものの、未払法人税等が41,106千円減少及び未払消費税

等が39,364千円減少したことによるものであります。

固定負債の主な減少は、長期借入金の約定返済により53,929千円減少したことによるものであります。

純資産については、四半期純利益29,186千円の計上による利益剰余金の増加、資本金及び資本剰余金がそれぞ

れ391,552千円増加したことにより、1,176,178千円となりました。

 

(2）経営成績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症が５類感染症に引き下げられ、社会

経済活動は正常化へと進む一方、国際情勢悪化の長期化、原材料やエネルギーの価格高騰、また、一般消費財も

値上げの傾向が続いており、依然として先行き不透明な状況が続いております。

外食産業におきましては、人出の回復が見られるものの、国際情勢悪化や円安等に起因する原材料やエネル

ギーの価格高騰、一般消費財も値上げ等が継続しており未だ厳しい状況が続いております。

このような状況の中、当社では、各店舗考案によるイベント、限定メニューの提供等の施策を実施、継続して

ＱＳＣ（Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｃｌｅａｎｌｉｎｅｓｓ）の向上にも取り組み、より多くのお客様

に楽しんで頂けるよう取り組んでおります。

なお、当第１四半期累計期間において新規直営店１店舗及び新規業務委託店１店舗出店を実施いたしました。

当第１四半期会計期間末現在における店舗数は56店舗（内フランチャイズ店15店舗）となりました。

以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は605,071千円、営業利益は67,840千円、経常利益は51,656千

円、四半期純利益は29,186千円となりました。

 

なお、当社は飲食事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

(3）経営方針・経営戦略等

当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
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(4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第１四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はあ

りません。

 

(5）研究開発活動

該当事項はありません。

 

 

３【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 2,688,000

計 2,688,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2024年２月29日）

提出日現在発行数（株）
（2024年４月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 992,000 992,000

東京証券取引所

グロース市場

名古屋証券取引所

ネクスト市場

完全議決権株式であ

り、権利内容に何ら

限定のない当社にお

ける標準となる株式

であります。

なお、単元株式数は

100株であります。

計 992,000 992,000 － －

（注）当社株式は2024年２月28日付で、東京証券取引所グロース市場及び名古屋証券取引所ネクスト市場に上場いたしま

した。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

2024年２月27日

(注)
320,000 992,000 391,552 411,552 391,552 391,552

（注）　有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）

発行価格　　　　　　 2,660円

引受価額　　　　　2,447.20円

資本組入額　　　　1,223.60円

払込金総額　　　 783,104千円

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2024年２月29日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）  － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 672,000 6,720

完全議決権株式であ

り、権利内容に何ら限

定のない当社における

標準となる株式であり

ます。

なお、単元株式数は

100株であります。

単元未満株式  － － －

発行済株式総数  672,000 － －

総株主の議決権  － 6,720 －

（注）１．当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載する

ことができないことから、2024年２月29日提出の有価証券報告書に記載した基準日（2023年11月30日）に基づ

く株主名簿による記載をしております。

２．2024年２月28日における東京証券取引所グロース市場及び名古屋証券取引所ネクスト市場への株式上場にあた

り、実施した公募増資により発行済株式総数が320,000株増加しておりますが、上記株式数は株式発行前の数

値を記載しております。

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

 

２【役員の状況】

前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第

63号）に基づいて作成しております。

なお、当四半期報告書は、第１四半期に係る最初に提出する四半期報告書であるため、前年同四半期との対比は

行っておりません。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（2023年12月１日から2024年

２月29日まで）及び第１四半期累計期間（2023年12月１日から2024年２月29日まで）に係る四半期財務諸表につい

て、仰星監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

（2023年11月30日）
当第１四半期会計期間
（2024年２月29日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 862,235 1,574,662

売掛金 73,739 76,380

商品及び製品 5,407 8,706

原材料及び貯蔵品 5,964 4,720

前払費用 27,057 29,848

未収入金 21,872 11,260

その他 1,860 1,479

流動資産合計 998,139 1,707,059

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 418,006 430,713

構築物（純額） 0 0

機械及び装置（純額） 83,515 84,593

工具、器具及び備品（純額） 25,168 27,084

車両運搬具（純額） 216 1,204

建設仮勘定 4,354 16,667

有形固定資産合計 531,260 560,263

無形固定資産   

ソフトウエア 4,899 6,624

ソフトウエア仮勘定 2,240 -

無形固定資産合計 7,139 6,624

投資その他の資産   

差入保証金 105,136 100,776

長期前払費用 28,089 25,985

繰延税金資産 94,774 80,850

その他 50 50

投資その他の資産合計 228,050 207,661

固定資産合計 766,451 774,550

資産合計 1,764,590 2,481,609
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  （単位：千円）

 
前事業年度

（2023年11月30日）
当第１四半期会計期間
（2024年２月29日）

負債の部   

流動負債   

買掛金 64,075 63,382

１年内返済予定の長期借入金 161,735 167,159

未払金 55,466 99,205

未払費用 85,670 62,675

未払法人税等 53,459 12,352

未払消費税等 64,630 25,265

預り金 23,318 20,236

契約負債 6,633 6,008

リース資産減損勘定 1,605 1,605

賞与引当金 - 19,252

店舗閉鎖損失引当金 56 -

その他 4,575 2,161

流動負債合計 521,226 479,305

固定負債   

長期借入金 825,082 771,153

資産除去債務 43,091 44,871

長期リース資産減損勘定 2,809 2,408

その他 8,493 7,693

固定負債合計 879,476 826,126

負債合計 1,400,702 1,305,431

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,000 411,552

資本剰余金 - 391,552

利益剰余金 343,887 373,074

株主資本合計 363,887 1,176,178

純資産合計 363,887 1,176,178

負債純資産合計 1,764,590 2,481,609
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（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

 （単位：千円）

 
当第１四半期累計期間
（自 2023年12月１日
至 2024年２月29日）

売上高 605,071

売上原価 165,720

売上総利益 439,350

販売費及び一般管理費 371,509

営業利益 67,840

営業外収益  

受取利息 2

受取手数料 11

その他 6

営業外収益合計 20

営業外費用  

支払利息 2,204

株式交付費 7,252

上場関連費用 6,617

その他 129

営業外費用合計 16,204

経常利益 51,656

特別損失  

固定資産除売却損 0

特別損失合計 0

税引前四半期純利益 51,656

法人税、住民税及び事業税 8,544

法人税等調整額 13,924

法人税等合計 22,469

四半期純利益 29,186
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【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計

期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
当第１四半期累計期間
（自 2023年12月１日

至 2024年２月29日）

減価償却費 22,854千円

  

 

（株主資本等関係）

当第１四半期累計期間(自2023年12月１日　至2024年２月29日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後

となるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

当社は、2024年２月28日に東京証券取引所グロース市場及び名古屋証券取引所ネクスト市場に株式を上

場いたしました。この上場にあたり2024年２月27日を払込期日とする有償一般募集（ブックビルディング

方式による募集）による新株式320,000株の発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ391,552千円増

加しております。

これらの結果、当第１四半期会計期間末において資本金が411,552千円、資本剰余金が391,552千円と

なっております。

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、飲食事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

 

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。

（単位：千円）
 

製品及びサービスの名称
当第１四半期累計期間
(自 2023年12月１日
至 2024年２月29日)

直営店売上高 570,052

業務委託売上高 25,113

ＦＣ売上高 5,189

顧客との契約から生じる収益 600,356

その他の収益 4,715

外部顧客への売上高 605,071
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第１四半期累計期間
（自 2023年12月１日
至 2024年２月29日）

１株当たり四半期純利益 42円76銭

（算定上の基礎）  

四半期純利益（千円） 29,186

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 29,186

普通株式の期中平均株式数（株） 682,549

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2024年４月12日

光フードサービス株式会社

取締役会　御中

 

仰星監査法人

名古屋事務所

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 小出　修平

 

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 木全　泰之

 

監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

光フードサービス株式会社の2023年12月１日から2024年11月30日までの第15期事業年度の第１四半期会
計期間（2023年12月１日から2024年２月29日まで）及び第１四半期累計期間（2023年12月１日から2024
年２月29日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記に
ついて四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、光フードサービス株式会社の2024年２月29
日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと
信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
 
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レ
ビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して

四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成する

ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作
成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ

とにある。
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四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立

の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レ

ビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他

の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我
が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されて
いないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財
務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半
期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸
表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事
項を含めた四半期財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー

上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守し

たこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するた
めの対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。
 
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
以上

 

 
  
（注）１．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しておりま

す。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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